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労働協約  

 

株式会社 エ ム ア イ 友の 会 （ 以下会社 と い う ） と 三 越 伊勢丹 グループ 労働組合 （ 以下組

合 と い う ） は 労 働法の精神に基づい て 、 相 互 に理解 と 信頼 を も っ て 協力 し 、 企 業 の発

展 と 労働条件の維持向 上を 図 る ため次 の労働協約 （ 以 下協約 と い う ） を 締結 し 、 双 方

誠意を も って これを遵守する 。  

 

第 1 章  総則  

 

第 101 条 （ 役割の尊重 ）  

会社 と組合は相互の役割を確認し 、尊重する 。  

1． 会社は経営上の権限 と責任を有し 、 こ れ を 行使する 。  

2． 組合は労働条件の向上に関する活動を中心に行 う 。  

第 102 条 （ 交渉団体 ）  

会社は組合が従業員を代表する唯一の正当な交渉団体であ る こ と を承認する 。  

②会社は 、 労 働条件について は労働法の精神に基づ き誠意 を も っ て組合 と協議す

る 。  

第 103 条 （ 適用範囲 ）  

本協約は 、 原 則 と し て 組合員で あ る ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ に 適用 す る 。 た だ し 、 特

に定め  

た者については別に定める 。  

第 104 条 （ 組合員の範囲 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 別 に 定 め る も の を 除 き す べ て 組 合 員 で な け れ ば な ら な

い 。  

第 105 条 （ ユニオ ンシ ョ ッ プ ）  

会社は 、 前 条 に定め る 者 で あ っ て 、 組 合 に加 入の手続 を し な い者 及び組合が除名

し た者 を解雇す る 。 た だ し 、 会 社が解雇を 不適当 と 認め た場合は 、 会社 ・ 組合協議

する 。  

第 106 条 （ 通告義務 ）  

会社及び組合は、次にあげる事項が発生した場合 、速やかに各々相手方にその旨を

通告する 。  

1． 会社役員又は組合員が 、経営団体又は労働団体の役員に就任し た時 。  

2． 会社又は組合が 、 経営団体又は労働団体に加入し た時 。  

3． 会社又は組合の役員変更時 。  

4． 会社が定款又は組合が組合規約を改訂し た時 。  

 

第 2 章  組合活動  

 

第 201 条 （ 組合活動の自由 ）   

会社は 、組合員の正当な組合活動の自由 と権利を認め る 。  
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第 202 条 （ 不利益取扱の禁止 ）  

会社は 、 組合員 であ る こ と 、 あ る いは正当な組合活動を し た こ と に よ り 、 組 合員に対

して不利益な取扱いを しない 。  

第 203 条 （ 就業時間中の組合活動 ）  

組合活動は 、 原 則 と し て 就業時間外に行 う 。 た だ し 、 次 の 各号に該当す る 場合は 、

就業  

時間内に行 う 。  

1． 団体交渉への出席 。  

2． 協約上で定めた各種委員会への出席 、各種専門協議会への出席 。  

3． 苦情解決のための世話役活動 。  

4． 労働官庁の主催する行事への出席 。  

5． 組合が行 う教育 。 なお 、対象 、時期 、時間数については会社 ・ 組合協議する 。  

6． そ の他組合の申出に よ り会社が これ を承認し た場合 。  

②第 1 項第 1 号～第 5 号については有給 とす る 。第 1 項第 6 号については 、無給 と

す るが 、 その他は勤務し た もの とす る 。  

③第 1 項に基づいて組合活動を行 う と き には 、組合は会社に所属 、氏名 、日時を届

け出 る 。  

第 204 条 （ 会社便宜の供与 ）  

会社は 、組合に対し 、次の便宜を与え る 。  

1． 組合事務所 。組合の申出に よ り会社 ・ 組合協議の うえ 、適当な場所を貸与する 。  

2． 組 合 活 動 に 必要 な 場 所 、 施 設 、 什 器 、 備 品 の 使 用 。 た だ し 、 そ の 都 度 、 事 前 に

会社の承認を得る も の とす る 。  

3． 組合の使用する消耗品 、備品等 、実費で譲渡する 。  

第 205 条 （ 組合専従者 ）  

会社は 、 組 合専従役員及び専従書記 （ 以 下専従者 と い う ） 若 干 名 を置 く こ と を 認 め

る 。 ただ し 、 組合は専従者の人数について 、 その都度 、事前に会社に説明する 。  

②組合は 、専従者を選定又は交替 させた と き は 、会社に届出る 。  

③組合専従者の取扱いについては 、別途 、会社 ・ 組合協議する 。  

第 206 条 （ 組合専従者の取扱 ）  

組合専従者の取扱いは 、次の各号に よ る 。  

1 .専従者の在任期間は専従休職 とす る 。 な お 、 そ の期間は給与を支給 し ないが 、勤

続年数に通算す る 。 ま た 、 会社業務に復帰す る と き は同等者を勘案 し て会社 ・ 組合

協議する 。  

2 .専従で あ る こ と に よ り 適 用 で き な い事項 を 除 き 、 労 働協約 、 そ の 他会社の諸規則

の適用は 、一般従業員 と同様 とす る 。  

3 .社会保険料 、税金等の徴収事務は会社が行い 、組合は会社に納入する 。  

第 207 条 （ 差別待遇の禁止 ）  

会社は 、 従業員が組合専従者であ っ た こ と を 理由 と し て 、 他 の従業員 と 差別待遇を し な

い 。  
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第 3 章  労使交渉  

 

 第 1 節  団体交渉  

第 301 条 （ 原則 ）  

団体交渉は 、 会 社 ・ 組 合対等の立場におい て 、 誠 意 と秩 序 を も っ て こ の章 に定め る

手続に従い 、迅速に円満な妥結を図 り 、 労使関係の安定を図る も の とす る 。  

第 302 条 （ 応諾義務 ）  

会社 ・ 組 合 は 、 各 々相 手方 よ り 団 体交渉の開催の要求が あ っ た と き は 、 そ れ に 応 じ

なければな らない 。  

第 303 条 （ 構成 ）  

団体交渉は 、会社 ・ 組合各 5 名以内の委員を も って行 う 。  

第 304 条 （ 付議事項 ）  

団体交渉の付議事項は 、次の通 り とす る 。  

1． 労働協約の締結及び改訂に関する事項 。  

2． 本協約に よ る他の機関又は手続で会社 ・ 組合の協議が整わない事項 。  

3． 労働条件に関する事項 。  

4． 本協約に関する疑義 。  

5． そ の他会社 ・ 組合双方が必要 と認めた事項 。  

第 305 条 （ 交渉の手続 ）  

団体交渉の手続は次の各号に よ る 。  

1． 団体交渉の申入れは 、 その都度文書を も っ て 、 3 日前に議題 、日時 、場所を相手

方  

に通告し て行 う 。 ただ し 、 緊急の場合はこの限 り でない 。  

2． 団体交渉の運営及び手続については 、双方協議し て 、 その都度決定する 。  

3． 会社 ・ 組合は 、各々書記を置 き 、議事録を作成する 。  

4． 団体交渉の決定事項は 、書面 2 通を作成し 、双方の代表委員が記名捺印の う え 、

会社 ・ 組合各 1 通宛保管する 。  

 

 第 2 節  平和条項  

第 306 条 （ 原則 ）  

会社 ・ 組合は 、 双方公正な理解 と誠意 と を も っ て 、交渉事項の平和的解決に最善の

努力を払わなければな らない 。  

②会社及び組合は 、 本協約に定めるすべての手続が尽 く さ れ る ま では 、 いかな る場

合において も争議行為を行わない 。  

第 307 条 （ 紛争の解決 ・平和条項 ）  

紛争の解決 、 平 和条項につい て は ｢紛 争 の 解決 ・ 平 和条項に関す る 協定 ｣と し て 別

に定め る 。  

 

 第 3 節  労使協議会  

第 308 条 （ 目的 ）  

労使協議会は 、団体交渉に先だって 、会社及び組合が 、 相互の信頼関係の も と に 、

誠 意 を も っ て 協議 を 尽 く し 、 企 業 の健全 な発展 と 労 働条件の維持 向上 を 図 る こ と を

目的 とす る 。  

第 309 条 （ 構成 ）  
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労使協議会は 、会社 ・ 組合各 5 名以内の委員を も って構成する 。  

第 310 条 （ 応諾義務 ）  

会社及び組合は 、 そのいずれか一方よ り労使協議会開催の申入れがあっ た と き 、 特

別の事由のない限 り こ れに応 じ なければなら ない 。  

第 311 条 （ 付議事項 ）  

労使協議会の付議事項は 、次の通 り とす る 。  

1． 労働協約の締結及び改訂に関する事項 。  

2． 労働条件に関する事項 。  

3． 本協約に関する疑義 。  

4． そ の他会社 ・ 組合双方が必要 と認めた事項 。  

第 312 条 （ 効力 ）  

労使協議会におい て合意 さ れ た事項につい て は 、 本 協約 と 同 一 の効力 を も つ も の

とす る 。  

② 合 意 事 項 は 、 双 方 の 代 表 委 員 が 記 名 捺 印 の う え 、 会 社 ・ 組 合 各 一 通 宛 保 管 す

る 。  

第 313 条 （ 協議不成立の取扱 ）  

労使協議会におい て会社 ・ 組 合 の協議が整わな か っ た 事項につい て は 、 団 体交渉

において協議する 。  

第 314 条 (専門協議会の設置 )  

労使協議会におい て会社 ・ 組合双方が必要 と認 め た場合 、 特 定事項を 専門的に調

査 、研究協議するための専門協議会を設け る こ とがで き る 。  

②専門協議会は 、諮問 された事項につき 、労使協議会に随時答申する こ と がで き る 。  

③専門協議会の構成等 、 運営に必要な事項については 、 そ の都度会社 ・ 組合協議

する 。  

 

第 4 章  労使懇話会  

 

第 401 条 （ 目的 ）  

会 社 及び 組合 は 、 意 思 疎 通 を 緊 密 に し 、 相 互 の 理 解 を 深 め 信頼 と 協 力 関係 の も と

に 、 事業 の円滑 な運営 と 働 く 環 境の維持向上 を図 る こ と を 目 的 と し て 労使懇話会 を

設け る 。  

1 .  経営懇話会  

2 .  職場懇話会  

第 402 条 （ 秘密保持 ）  

会社及び組合は 、双方が特に申 し入れた事項については秘密を保持 する 。  

 

 

 第 1 節  経営懇話会  

第 403 条 (構成 )  

経営懇話会は 、会社側は社長 、組合側は支部執行委員長を含む若干名の 委員を も

っ て構成する 。  

第 404 条 (開催 )  

経営懇話会は 、毎月 1 回定期に開催するほか 、必要に応じ てその都度臨時に開催
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する 。  

第 405 条 (議題 )  

経営懇話会の議題は次の通 り とす る 。  

1 .経営並びに営業の方針 ・ 計画に関する事項 。  

2 .経理状況に関する事項 。  

3 .職制機構の制定 ・ 改廃に関する事項 。  

4 .事業の拡張 ・ 縮減閉鎖に関する事項 。  

5 .労働条件に影響を及ぼす施設の拡充 ・ 縮減並びに機械の導入に関する事項 。  

6 .人事制度 、採用方針 、福利厚生 、安全衛生に関する事項 。  

7 .関連企業 ・ 提携企業に関する事項 。  

8 .その他 、会社 ・ 組合双方が必要 と認めた事項 。  

②経営懇話会の議題の う ち 、 特 に 重大 な労働条件に関す る 事項は 、 引続 き労使 協

議会で行 う 。  

 

 第 2 節  職場懇話会  

第 406 条 (懇話会と構成 )  

1 .部門単位で懇話会を設け る 。  

2 .会社側 は部 門 長 、 組 合 側 は担 当本 部 執 行委 員 又 は支部 執 行 委員 を 含む 、 若 干

名の委員をも っ て構成する 。  

第 407 条 (開催 )  

各職場懇話会は 、 原則 と し て毎月 1 回開催するほか 、 必要に応 じ てその都度臨時

に開催する 。  

第 408 条 (議題 )  

1 .各部門の方針 、計画及び経理状況に関する事項 。  

2 .各部門の時間外 ・ 休日勤務に関する事項 。  

3 .各部門の福利厚生に関する事項 。  

4 .その他会社 ・ 組合双方が必要 と認めた各店 ・各部で処理 でき る事項 。  

 

第 5 章  人事  

 

 第 1 節  人事  

第 501 条 （ 原則 ）  

会社は 、人事をその権利 と責任において慎重公正に行 う 。  

第 502 条 （ スペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の定義 ）  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ と は 、所定の手続に よ り雇い入れられた次の者をい う 。  

特殊な資格 、 技能 、 知 識 を有す る者で 、 雇用す る に あ た り 一般の従業員 と異 な る 労

働条件を定めた者 。  

2 .その他前号に準じ た者で一般の従業員 と異な る労働条件を 定めた者 。  

②有期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ と は 、雇用契約期間を定めて 、 3 回目の再契約までの

期間 、雇用され る者をい う 。 ｢雇用契約期間 ｣と は 、 1 年以内をいい 、 1 年を標準 とす

る 。  

③無期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ と は 、 3 回目までの再契約後 、雇用契約期間を定めず 、

雇用され る者をい う 。  

第 503 条 （ 試用期間 ）  
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新たに採用し た者については 、採用の日か ら 3 か月間を試用期間 とす る 。  

②会社 は 、 試 用期間 中 又 は試 用期 間満了 の際に 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ と し て 不

適格 と認め られた者を解雇する こ と が あ る 。 ただ し 、 試用期間が 14 日を超えた者を

解雇する場合には 、 3 0 日前までに予告するか 、 又は平均賃金の 3 0 日分を支払 う 。  

第 504 条 （ 採用の通告 ）  

会社は 、 ス ペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ を 採用後 、 速やかに住所 、 氏名 、 生年月日 、入社年

月日 、所属を組合に通告する 。  

第 505 条 （ 雇用契約 ・ 期間 ）  

有期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ の雇用契約期間は 1 年以内 と し 、 各人の労働条件の詳

細は個別の雇用契約において定める 。  

ただ し 、 こ の 契約期間中であって も 、 会社は本協約の定め る と こ ろ に よ り 、 期間途中

の 解 約 が で き 、 ま た 、 有 期 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ 本 人 も 本 協 約 の 定 め に よ り 解 約

（ 退職 ） す る こ と がで き る もの とす る 。  

②会社 と有期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フは 、雇用にあた り雇用契約書を取交する 。  

第 506 条 （ 再契約 ）  

有期 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の再契約の可否につ き 、 本人の能力 ・ 適性 ・ 勤務状況 、

に よ り 決定する 。  

②会社は 、前項の決定について雇用期間満了の 30 日前までに本人 と協議 し 、本人

に対 し て 再契約の意 思の有無 を 明 ら か に し 、 再 契約 を す る 場合 は 併せ て新 た な 労

働条件を提示する 。   

③有期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フは 、前項の再契約について自由を有する 。  

④有期スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ の再契約は 3 回まで と し 、 そ の後は無期スペシャ リ テ ィ

ス タ ッ フへ転換する もの とす る 。 ただ し 、 会社は 3 回目の再契約よ り前に無期スペシ

ャ リ テ ィ ス タ ッ フへ転換する こ と が あ る 。  

⑤最終の契約期間は 、満 60 歳の誕生日の属する月の末日の前日を超えない もの と  

する 。   

⑥前項にかかわ ら ず 、 会社が認めた特定の職務に従事す る者 について は 、 契約期

間を延長す る こ と が あ る 。 ただ し 、 延長の限度は満 65 歳の誕生日の属する月の末

日の前日まで とす る 。  

⑦再契約の意思の明示後 、病気欠勤等に よ り雇用契約期間満了日 までの間の業務

に著し く支障を き た し た場合には 、会社は再契約を行わない場合があ る 。   

⑧会社は 、再契約の意思の有無につき事前に組合へ説明し通告する 。  

⑨第 5 項にかかわ らず 、満 60 歳の誕生日の属する月の末日の翌日よ り エルダー社

員 と し て再雇用を希望する場合の第 5 項の契約期間は満 60 歳の誕生日の属する月

の末日まで とす る 。 ただ し 、 第 520 条の解雇事由に該当する場合は除 く 。  

⑩第 6 項の場合の労働条件等は 、 個別契約に定め る 。 個 別契約 に定め な い場合

は 、  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ 労働協約に準じ る こ と と す る 。  

第 507 条 （ 労働条件の再確認 ）  

会社は、無期スペシャリティスタッフに対し、年に一度新たな労働条件 を提示  

する。  

② 無 期 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 新 た な 労 働 条 件 に つ い て 、 会 社 と 協 議 し 、

合意する。  

第 508 条 (人事異動 )  

会社は、業務の必要により、スペシャリティスタッフに対し、異動配置を命ず
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ることがある。スペシャリティスタッフは正当な理由がない限り、これを拒む

ことができない。  

なお、会社は、スペシ ャリティスタッフの人事異動を行う場合は、組合に通告

し、本人に内示する。  

第 509 条 (出向 )  

会社は、事業の都合に よりスペシャリティス タッフを会社外の職務に従事させ

ることがある。その際、会社は本人の事情を充分斟酌し 、同意を得て 行う。  

ただし、この場合、スペシャリティスタッフは正当な理由がなければ、これを

拒 む こ と は で き な い 。 な お 、 詳 細 は 、 そ の 都 度 会 社 ・ 組 合 協 議 の 上 決 定 す る 。 

第 510 条 （ 転勤 ）  

就業場所の変更に伴い 、通勤距離が片道 100 ㎞以上 も し く は通勤時間が 2 時間を

超え た場合は 、 原則 と し て 転勤 と し 、 会社 は スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の事情 を十分斟

酌の う え転勤 させ る 。 ただ し 、 こ の場合は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は正当な理由がな

ければ 、 こ れ を 拒む こ と が で き な い 。 な お 、 そ の取 り 扱 い は別に定め る 「 転 勤規程 」

に よ る 。  

第 511 条 (転籍 )  

会社は、事業の都合によりスペシャリティスタッフに他の会社 又は団体への転

籍を命ずることがある。その際、会社は本人の事情を充分斟酌し、同意を得て

行う。なお、労働条件等は個々に定 める。  

第 512 条 (組合役員の 異動配置、交差配置 ) 

会社は、本・支部組合役員、支部執行評議員及び監査委員の人事異動について

は、組合の同意を得た後行う。  

第 513 条 (育児 ・ 介護勤務 )  

会社は、育児ならびに家族の介護と仕事との両立を 目的として スペシャリティ

スタッフが請求した場合、一定期間内において、勤務時間を短縮することがあ

る。  

その取扱いは、社員労 働協約「育児勤務規程」及び「介護・介護準備勤務規程」

による。  

第 514 条 （ 短時間勤務 ）  

会社は、個人の生活上 の事情と仕事との両立を目的としてスペシャリティスタ

ッ フ が 請 求 し た 場 合 、 一 定 期 間 内 に お い て 、 勤 務 時 間 を 短 縮 す る こ と が あ る 。 

その取扱いは、別に定める「短時間勤務規程」による。  

 

 第 2 節  休職  

第 515 条 （ 休職 ）  

会社は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が次の各号の一つに該当する と き は休職 とす る 。   

1 . (1 )業務外の傷病に よ る 場合 で有期 ス ペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の欠勤 が引 き 続 き 満 3

か月に及んで 4 か月目に入った と き は休職 と し 、 期間は 3 か月 とす る 。 無期スペシ

ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の欠勤が引き続 き 6 か月に及んで 7 か月目に入った と き は 、休職

と し 、 期間は 2 年 とす る 。  

（ 2） ( 1 )の復職後 、満 1 年以内に同一事由で再び暦日で 1 週間を超えて欠勤するに

至 っ た と き は 、 休 職 と し 、 再 び欠勤に 至 っ た 日 に さ か の ぼ っ て 、 そ の 休職期間 を 通

算する 。  ただし 、 休職の残余期間が 1 週間未満で休職 とな った場合は 、当該欠勤

が暦日で  8 日に到達 し た日を休職満了日 とす る （ なお 、 あ ら か じ め申請 されてい る

休暇は除 く ） 。   
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( 3 ) ( 1 )の場合で産業 医 が必要 と 認 め た と き は 、 会 社 ・ 組 合協議の う え 作 業療法 を 行

わせる こ と がで き る 。  

2 .会社の事業の都合に よ り 、 会社外の職務に従事させ る と き 。   

3 .公職に就任し た と き で 、会社が承認し た と き 、 そ の期間 。   

4 .育児の た め休業 を 申 し 出 た と き 。 こ の 場合は 、 社 員労働協約 「 育 児休業規程 」 に

よ り 取扱 う 。 ただ し 「 育児休業規程 」 第 106 条の出生時育児休業及び第 110 条の特

例を申し出た場合を除 く 。  

5 .家族の介護のために休業を申 し出た と き 。  こ の場合は 、社員労働協約 「 介護 ・ 介

護準備休業規程 」 に よ り 取扱 う 。   

6 .その他 、会社が認めた事由に よ る連続欠勤が 30 日に及んだ と きは休職 と し 、 当該

休職が 3 か月に到達し た日を休職満了日 とす る 。  

ただし 、在職期間中 、同一事由に よる も のは 1 回のみ とす る 。  

第 516 条 （ 報告義務 ）  

休職中の者は 、 会 社 が求め た場合は書面 （ 傷 病休職の場合 は医師の診断書 ） 、 電

子 メール 、電話その他の手段に よ り 、 現況報告を行 う 。  

第 517 条 （ 休職期間の取扱 ）  

休職期間は原則 と し て勤続年数に通算せず 、賃金は支給し ない 。 ただ し 、 特に規定

して あ る場合はそれに従い 、第 515 条第 2 号 、第 3 号の場合は 、勤続年数に通算し 、

特別の必要があ る場合は賃金を支給する 。  

第 518 条 （ 復職 ）  

休職事由 (第 515 条第 2 号を除 く )が消滅し た と き は 、直ちに会社に届出る 。   

②第 515 条第 1 号については 、 勤務に支障のない旨の医師の診断書に基づき 、産

業医又は会社指定医の承認に よ る 出 勤許可日 を も っ て 就業 さ せ る 。 そ れ 以前は休

職期間 と し て通算する 。   

③前項に よ る 診 断書 の提出に際 し て 、 会社 が診断書を 作成 し た 医師に対す る 情報

提供 を 求 め る こ と が あ る 。 こ の 場合 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は そ の 実現に協力す る も

の とす る 。  

 

 第 3 節  表彰及び懲戒  

第 519 条 （ 表彰 ・ 懲戒規程 ）  

会社は 、 業務能率の 向上 、 秩 序維持の ため に 、 社員労働協約 「 表 彰 ・ 懲戒規程 」 に

基づいて表彰及び懲戒を行 う 。  

 

 第 4 節  退職  

第 520 条 （ 退職 ）  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ が次の各号の一つに該当する と き は退職 とす る 。  

1．定年に達したとき  

2．自己の都合により本人が退職を申し出て、会社が承認したとき  

3．第 515 条に定める 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき  

4．死亡したとき  

5. 届出及び連絡がないまま欠勤を続け、その欠勤期間が暦日で 30 日を超え、

所 在 が 不 明 な と き （ な お 、 あ ら か じ め 申 請 さ れ て い る 休 暇 は 除 く )。 た だ し 、

欠勤について、正当な理 由があると認められた場合は 除く  

第 521 条 （ 定年退職 ）  

定年退職は満 60 歳 と し 、 定年退職日は 、満 60 歳の誕生日の属する月の末日の前
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日 とす る 。  

②前項にかかわらず、 定年後も引続き雇 用されることを希望し、第 523 条の解

雇事由に該当しない スペシャリティスタッフ については、満 60 歳の誕生日の

属する月の末日を定年退職日とし、最大 65 歳の誕生日の属する月の末日の前

日まで再雇用する。  

第 522 条 （ 依願退職 ）  

  自己の都合により退職 を申し出る者は、退職 30日前までに所属長を経て会社に

退職願を提出しなけれ ばならない。また、 退職日までは従前の業務に 従事しな

ければならない。  

②退職日は、原則として退職を希望する月の末日の前日とする。  

③退職届 を 提出 し た 者 は 、 退 職 ま で の 間 に 必 要 な事務の引 き 継 ぎ を 完了 し な け れ

ばなら ない 。   

④退職 し よ う と す る と き （ 懲 戒 解雇又は解雇 さ れ た と き を 含 む 。 以 下同 じ ） は 請 求 を

受 け た 後 速 や か に 会 社 か ら 支 給 さ れ た 物 品 を 返 還 し 、 そ の 他 会 社 に 対 す る 債 務  

を精算し なければな ら ない 。  

 

 第 5 節  解雇  

第 523 条 （ 解雇 ）  

会社は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が次の各号の一つに該当する と き は 、 30 日以前に予

告するか 、又は平均賃金の 30 日分を支払った う え解雇する 。 ただ し 、 会社 ・ 組合事

前に協議の う え行 う 。  

1 .精神 ・ 身 体の故障 、 又 は虚弱 ・ 疾病 の た め 、 正 常 な 業務に従事 し 得な い と認 め ら

れた と き 。  

2 .能力が低 く 、 向 上 の 見込み も な く 、 他 の 職 務に も 転換 で き な い等 、 就 業 に適 さ な

い と認め られた と き 。  

3 .第 105 条に該当し解雇 と決定 し た と き 。  

4 .有期スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が私傷病の為引き続 き 6 か月以上欠勤し た場合 。  

5 .特定事業の縮小 、 その他やむを得ない経営上の都合があ る と き 。  

 

第 6 章  労働条件  

 

 第 1 節  原則  

第 601 条 （ 原則 ）  

本協約に定めの な い事項 につい て は 、 労 働基準法 、 そ の 他関連法規に定め る と こ ろ に

よ る 。  

 

 第 2 節  就業時間  

第 602 条 （ 労働時間 ）  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ の年間労働時間は 、 1831 時間 55 分 と し 、 こ れ を基礎 と し て 1

週間の平均労働時間は 35 時間 13 分 、 1 日の労働時間は 7 時間 2 5 分 とす る 。 ただ

し 、 年間の暦日が 366 日の場合には 、一日分の所定労働時間を加えた時間数 とす

る 。  

②業務の都合に よ り 本 人の同意 を得 た場合 、 又 は本人か ら の 申請 で会社が認め た

場合は 、 雇 用契約の途中で あ っ て も 、 雇 用契 約上定め ら れ た労 働時間 を 変更す る
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こ とが あ る 。  

第 603 条 （ 就業時間 ・ 就業形態 ）  

就業時間 ・ 就業形態等の詳細について は 、雇用契約にて個別に定める 。 なお 、 フ レ

ッ ク ス タ イ ム 制勤務 を行 う 場合は 、 社員労働協約 「 就業形態規程 」 に 基づ く も の と す

る 。  

第 604 条 （ 休憩時間 ）  

1 日の休憩時間は 、 そ の日の就業時間に応 じ て所属ご と に決定 し 、 交替制 とす る 。

こ の場合 、原則 と し て 1 日の実労働時間は 7 時間 25 分について休憩時間を 60 分

又は 70 分 とす る こ と を基準に 、会社 ・ 組合協議の うえ決定する 。  

第 605 条 （ 時間外 ・ 休日勤務 ）  

会 社 は 、 業 務 の 都 合 に よ り 所 定 の 就 業 時 間 を 超 え て 時 間 外 勤 務 を さ せ る こ と が あ

る 。  

また所定の休日に業務上の都合に よ り勤務 を させ る こ と が あ る 。 こ の 場合には 、 原則

と し て休日を振 り替え る もの とす る 。  

②時間外又は休日勤務を命ぜ ら れ た者は正当な理由な く 、 こ れ を 拒む こ と は で き な

い 。  

③なお 、取扱いは 、 社員労働協約 ｢時間外 ・ 休日勤務に関する規程 ｣に よ る 。  

第 606 条 （ 休息時間 ）  

会社は 、原則 と し てその終了時刻よ り 12 時間以内には就業 させない 。  

た だ し 、 業 務上や む を 得ず休 息時間 の範囲 を 超 え る 場 合は 、 別 に 会社 ・ 組 合 協議

を行 う もの とす る 。  

第 607 条 （ 私用の遅刻 ・早退 ・ 外出の欠勤扱い ）  

私用の遅刻 ・ 早退 ・ 外出が 1 か月通算で 1 日あた り の所定労働時間に達する毎に欠

勤 1 日 と し て取扱 う 。  

第 608 条 (遅刻 、早退 、休暇の特例 )   

会社は 、次の場合については 、公用の遅刻 、早退 、外出又は休暇を与え る 。   

1 .選挙権等公民権の行使 。 こ の場合 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ はで き る だけ業務に支

障のない時間に行使す る よ う 努めなければなら ない 。   

2 .本人の私 事 を 除 き 、 証 人 、 鑑 定人 、 参 考人 又は裁 判員等 で官 公 署に出頭す る と

き 。   

3 .交通遮断 。 た だ し 、 こ の 場合 、 出勤可能な会社の事業所での勤務を 命ず る こ と が

あ る 。 ま た 、交通遮断が 、公共交通機関の計画運休に よ る 場合は 、 その取扱いにつ

いて都度会社 ・ 組合協議の上決定する 。  

第 609 条 （ 育児時間 ）  

会社は 、生後 1 歳未満の子を育て る女性に対 し 、 社員労働協約 「 就業形態規程 」 第

201 条に定める休憩時間のほか 、次の通 りの育児時間を与え る 。  

1 .請求に よ り 、 1 日 2 回 、各々 30 分与える 。 こ の場合は有給 とす る 。  

第 610 条 (育児 ･介護に関する時間外勤務及び休日勤務並びに深夜業の制限 )  

会社は、育児及び介護 の家族的責任を有する者 の時間外勤務及び休日勤務並び

に深夜業を制限す る。制限の範囲は社員 労働協約「時間外・休日勤務に関する

規程」による。  

 

 第 3 節  休日 ・休暇  

第 611 条 （ 休日 ）  

年間の総休日数は 118 日 とす る 。  

②休日の編成は 、原則 と し て週休 2 日制 とす る 。 なお 、各個休日の取得は個別の契
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約において定め 、休日の取扱いは社員労働協約 「 休日規程 」 に よ る 。  

③第 1 項にかかわらず 、特に定めた所属の年間休日は 、別途会社 ・ 組合協議の うえ

決定する 。  

第 612 条 (年次有給休暇 )  

会社はスペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ に対 し て 、 勤続年数及び １ ヵ 月 を平均 し た週所定労働

日数に応じ 、 1 年間に次の基準に よ り年次有給休暇を与え る 。 なお 、勤続年数の算

定は 、毎年 4 月 1 日を も っ て基準 とす る 。 ま た 、他の雇用形態か ら引 き続き スペシ ャ

リ テ ィ ス タ ッ フ に採用 された場合の勤続年数は 、従前の年数を通算する 。  

1 .入社時に付与する年次有給休暇は 、入社月に よ り次の通 り とす る 。   

入社月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

付与

日数
1日11日 10日 10日 10日 10日 10日 6日 5日 4日 3日 2日

 

２ .入社後に付与す る 年次有給 休暇は 、 勤 続年数及び １ ヵ 月 を平均 し た 週所定労働

日数に よ り次の通 り とす る 。 なお 、毎年 4 月 1 日時点で 、社員労働協約 「 介護 ・ 介護

準備勤務規程 」 第 107 条又は社員労働協約 「 短時間勤務規程 」 第 108 条に定める所

定労働日数の低減に よ り 勤 務時間 の短縮を 実施 し て い る 場合 、 １ ヵ 月 を平均 し た週

所定労働日数については ｢週 4 日 ｣を適用する 。  

勤続年数 1年超 2年超 3年超 4年超

週所定労働日数 2年 3年 4年 5年

週5日以上 12日 13日 15日 17日 19日 22日

週4日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

1年以下 5年超え

 

②年次有給休暇の有効期限は 2 年間 とす る 。 なお 、失効 し た年次有給休暇につい

ては ス ト ッ ク 有 給休暇 と し 、 そ の取 扱いは社員労働協約 「 ス ト ッ ク 有給休暇規程 」 に

よ る 。 た だ し 、 失効 し た年次有給休暇の う ち 、 1 労働日未満の も の については 、 ス ト

ッ ク 有給休暇には移行 しない 。  

③第 1 項の休暇は 、前年度において全労働日の 8 割以上出勤し た者に適用し 、 8

割未満出勤者については 、基準日におけ る前年度に付与 された有給休暇の保有日

数 と合わせて 6 日にな る までの日数を付与する 。  

④ （ 1） 次 有給休暇は 、原則 と し て 1 労働日を単位 と し て与え るが 、各人が保有する

年次有給休暇の う ち 5 日 （ 10 回 ） を限度 と し て 、半日を単位 と し て分割し て請求する

こ とがで き る 。  

（ 2） 前 号における半日 とは 、各人各労働日の所定労働時間 （ 10 分未満は切 り捨て ）

の 2 分の 1 と し 、当該労働日の始業時間を起点 、 あ るいは終業時間を終点 と し な け

ればな ら ない 。  

（ 3） 半 日有給休暇の取得日には 、原則 と し て時間外勤務を させない 。  

（ 4 ） 半 日有休休暇の取得日には 、 原則 と し て 休憩は与え ない 。 た だ し 、 やむ を得な

い事由に よ り時間外勤務を実施し 、労働時間が 6 時間を超えた場合には 45 分 、 8

時間を超えた場合には 60 分の休憩を与え る 。  

⑤年次有給休暇の請求は原則 と し て 2 日前までに直属の上長に行 う も の とす る 。 な

お  

会社は 、事業の正常な運営を妨げる場合は 、 その時季を変更する こ と が あ る 。  

⑥前項に基づ き 請求 さ れ た年次有給休暇につい て 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 事前

に撤回を申し出た場合に 、会社は撤回を認め る 。  

⑦会社は年次有給休暇の う ち 5 日を越え る日数について 、計画的に付与する こ と が

で き る 。 な お 、 年 次 有 給休 暇 の計 画 的 付与 に関 す る 細 部 に つ い て は 、 組 合 と 協 議

の うえ別に定め る 。  

⑧年次有給休暇は原則 と し て ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 自 ら 計画的に時 季指定 し 取
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得する  

も の とする 。 ただ し 、 年次有給休暇の付与日数が 10 日以上のスペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ

に対し 、付与日数の う ちの 5 日について計画的に取得がで きていない場合 、会社が

年度内に  時季 を定 め て 取得 さ せ る も の と す る 。 そ の 際 に 、 会 社 は 、 取 得 の 時季に

関 し て は ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 意見 を 聴 い た う え で 、 そ の 意見 を 尊重す る よ う 努

め る もの とす る 。  

⑨年次有給休暇の取得の計画に関し ては 、社員労働協約 「 連続休暇規程 」 に よ る 。  

第 613 条 （ 年次有給休暇の算定方法 ）  

年次有給休暇の算定は 、原則 と し て毎年 4 月 1 日 とす る 。  

第 614 条 （ 年次有給休暇使用手続 ）  

年次有給休暇の請求は原則 と し て 2 日前までに直属の上長にお こ な う もの とす る 。

な お 、 会 社 は 、 事 業 の 正 常 な 運 営 を 妨 げ る 場 合 は 、 そ の 時 季 を 変 更 す る こ と が あ

る 。  

第 615 条 （ 欠勤 ）  

欠勤し よ う と す る と き は 、 あ らか じ め予定日数 と理由を会社に届出て許可を得なけれ

ば な ら な い 。 や む を 得 な い事由に よ り 事 前 に 届出 る こ と が で き な い 場合に は 、 そ の

後速やかに届出て承認を得 る も の とす る 。  

②病気欠勤の場合は 、医師の診断書を 1 週間以内に人事に提出し なければな らな

い 。  

③前項にかか わ ら ず 会社が必要 と 認 め る と き は 、 産 業医又は会社指定医への受診

を求め る こ と が あ る 。  

④病気欠勤が 1 か月 を超え た者で 、 その事由が消滅 し た者は 、医師に よ る 復職許

可の診断書 を 会社に提出 し た う え で 、 産 業医又は会社指定医の承認に よ る 出 勤許

可日を  

も っ て就業 させ る 。それ以前は欠勤期間 と し て通算する 。  

第 616 条 （ 産前 ・ 産後休暇 ）  

会社は 、 8 週間 （ 多胎妊娠は 14 週間 ） 以内に出産する予定の スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ

が休業を請求し た場合はその者を就業 させない 。  

②会社は 、産後 8 週間を経過し ない スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ を就業 させない 。 ただ し 、

産後 6 週間を経過し た女性スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ が請求し た場合において 、医師が

支障ない と認めた場合には就業 させる こ と が あ る 。  

③前各号の産前休暇及び産後休暇は 、無給 とす る 。  

第 617 条 （ 生理休暇 ）  

生理日の就業が著し く 困難な スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が休暇 を請求 し た場合は 、 その

者を生理日に就業させない 。 ただ し 、 こ の間は無給 とす る 。  

第 618 条 （ 子の看護のための休暇 ）  

会社は 、小学校就学に達する ま での子を養育する スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 、負傷し 、

又 は 疾 病 に か か っ た 当 該 子 の 世 話 を す る た め に 、 又 は 当 該 子 に 予 防 接 種 や 健 康

診断を受け させ る ために休暇を請求し た場合は 、当該子が 1 人であれば 1 年間に

つき 5 日 、 2 人以上であれば 1 年間につ き 10 日を限度 と し て 、 子の看護休暇を与

える 。 こ の場合の 1 年間 とは 、 4 月 1 日か ら翌年 3 月 31 日までの期間 とす る 。  また 、

休暇取得の期間は無給 とす る 。 なお 、 こ のほかの取 り扱いは社員労働協約 「 子の看

護 ・ 家族の介護のための休暇規程 」 に よ る 。  

第 619 条 （ 家族の介護のための休暇 )  

会社は 、 要 介護状態 に あ る 家族 の介 護 、 そ の 他 の世話 を す る ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ
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フ が 、 当該家族の介護や世話をす る ために 休暇 を 請求 し た 場合は 、 当該家族が 1

人であれば 1 年間につき 5 日 、 2 人以上であれば 1 年間につき 10 日を限度 と し て 、

介護休暇を与え る 。 こ の場合の 1 年間 とは 、 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期

間 と す る 。 ま た 、 休 暇 取得の期間 は無給 と す る 。 な お 、 こ の ほ か の 取 り 扱 い は 社員

労働協約 「 子の看護 ・ 家族の介護のための休暇規程 」 に よ る 。  

第 620 条 （ 慶弔災害休暇 ）  

会社は 、本人の請求に よ り次の通 り有給の慶弔災害休暇を暦日で与え る 。  

1． 結婚休暇  

（ 1） 本 人が結婚する と き  

挙式日 、入籍日 、新婚旅行のいずれかを含む連続 7 日以内 (取得期間は入籍日よ り

1 年以内 )  

（ 2） 子 が結婚する と き  

挙式日を含む前後連続 2 日以内  

（ 3） 兄 弟姉妹 （ 姻族を含まず ） が結婚する と き  

挙式当日  

2． 忌引休暇  

（ 1） 本 人の父母 （ 養父母を含む ） 、 配偶者 、子  

死亡日 、通夜 、告別式 、初七日のいずれかを含む前後連続 7 日以内  

（ 2） 配 偶者の父母  

死亡日 、通夜 、告別式 、初七日のいずれか を含む前後連続 5 日 （ 本人又は配偶者

が喪主の場合 7 日 ） 以内  

（ 3 ） 本 人 の 祖父母 、 本 人 の兄弟姉妹 、 子 の 配偶者 、 孫 、 配 偶者の 祖父母 、 配 偶者

兄弟姉妹  

死亡日 、通夜 、告別式 、初七日のいずれかを含む前後連続 3 日 （ 本人又は配偶者

が喪主の場合 5 日 ） 以内  

（ 4） 本 人の伯叔父母 、本人の甥 ・ 姪 、本人の兄弟姉妹の配偶者  

死亡日 、通夜 、告別式 、初七日のいずれかを含む前後連続 1 日 （ 本人又は配偶者

が喪主の場合 3 日 ） 以内  

３ ． 災害休暇   

（ 1） 本 人の現住する家屋が 、全半焼 、全半壊 、流失等の災害を受けた場合  

世帯主の場合  連続 7 日以内  

世帯主でない場合  連続 5 日以内  

（ 2） 本 人の現住する家屋の一部が焼失 、破壊 、又は床上浸水等し た場合  

世帯主の場合  連続 5 日以内  

世帯主でない場合  連続 3 日以内  

（ 3） 本 人の実家であ る家屋が全半焼 、全半壊 、流失等の災害を 受けた場合  

連続 3 日以内  

第 621 条 （ 慶弔災害休暇の手続 ）  

慶弔災害休暇を受 け よ う と す る と き は 、 原 則 と し て 前日 ま で に 休暇届 を 上 長に提出

しその許可を受けなければな ら ない 。  

 

 第 4 節  母性保護  

第 622 条 （ 妊娠中の通院等 ）  

会社は 、妊娠中及び出産後 1 年以内のスペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 、母子保健法に よる

健 康診査及び保健指導の た め 、 勤 務時間内に通院す る場合は 、 本 人の請求に よ り
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必要時間を与え る 。 そ の取扱いは 、 第 607 条に よ り 取扱 う 。  

第 623 条 （ 妊娠中及び産後の症状に対応する取扱 ）  

会社は 、妊娠中及び出産後 1 年以内のスペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 、医師等か ら指導を

受 け た 場 合 は 、 本 人 の 請 求 に よ り 通 勤 緩 和 、 勤 務 時 間の 短 縮 、 配 置 転 換 、 休 憩時

間の延長等を認める 。  

②前項の取扱いについては 、第 607 条及び育児支援扱いの各制度の活用を含め取

扱 う も の とす る 。  

第 624 条 (妊産婦の時間外 ・ 休日勤務制限 )  

会社は 、妊娠中及び出産後 1 年以内の女性が請求し た場合には 、時間外勤務及び

法定の休日勤務をさせない 。  

 

 第 5 節  賃金  

第 625 条 （ 賃金規程 ）  

会社は 、別に定め る 「 賃金規程 」 に よ り 賃金を支給する 。  

 

 第 6 節  出張 ・外出  

第 626 条 （ 出張 ・ 外出 ）  

会社は 、 業 務 の都合 に よ り 国 内出張 又は外 出 さ せ る こ と が あ る 。 そ の 取扱い は 、 社

員労働協約 「 出張規程 」 に よ る 。  

 

 第 7 節  自家用車通勤  

第 627 条 (自家用車による通勤に関する取扱い )  

組合員の自家用車に よ る 通勤に関す る取 扱いは 、 社員労働協約 「 自家用車通勤管

理規程 」 に よ る 。  

 

第 7 章  キャリア形成支援制度  

 

第 701 条 (キ ャ リ ア形成支援 )  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ のキ ャ リ ア形成支援に関し ては 、別に定め る 「 キ ャ リ ア形成支

援制度規程 」 に よ る 。  

第 8 章  テレワーク  

 

第 801  条 (テレワー ク )  

会社は 、 テ レ ワー ク を 認め る場合があ る 。社員労働協約 「 テ レ ワー ク規程 」 に よ る 。  

 

第 9 章  災害補償  

 

第 901 条 （ 災害補償 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 業務上災害又は通勤途上災害に よ る 、 負 傷 、 疾 病 も し く は

死亡の補償について は 、 労働基準法 及び労働者災害補償保険法に定め る と こ ろ に

よ る 。  

第 902 条 （ 準公傷 ）  
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会社は 、次の う ち いずれかに該当す る場合には 、 準公傷 と し て療養費の 一部 （ 範囲

については別に定める ） を 、 休業 し た場合には平均賃金の 60％を支給する 。 ただ し 、

休業については 、傷病手当金を受給し得 る場合を除 く 。  

1 .社内の親睦団体 （ 共済会 、体育会 、文化会等 ） の主催に よ る行事及び能力開発  

講座に参加中の災害で 、主催者の管理の及ぶ範囲内で発生 、 又はその期間中 、  

主催者の管理責任が直接 ・ 間接にあ る場合に発生し た もの 。  

2 .社会通念上 の 道 義 的 行 為に よ っ て 災 害 が 発生 し た 場 合 。 た だ し 、 こ の 認 定 は 災

害補償審査委員会に よ る 。  

②前項において 、 本人 に重大な過失が あ る場合は 、 補 償の全部 又は一部を 行わな

い こ と が ある 。  

③第 1 項の支給は 、退職 、雇用契約期間満了又は解雇を持って終了する 。  

 

第 10 章  安全衛生  

 

第 1001 条 （ 安全衛生管理規程 ）  

会社及び組合は 、 安 全 、 衛生に関 し ては 、 法令及び社内の安全衛生に関す る規則

を相互に遵守する 。 なお 、取扱いは社員労働協約 「 安全衛生管理規程 」 に よ る 。  

第 1002 条 (健康情報等の取扱規程 )  

会社は 、業務上知 り得た従業員の心身の状態に関する情報 （ 健康情報等 ） を法令

に則って適正に取 り扱 う 。 なお 、取扱いは社員労働協約 「 健康情報等の取扱規程 」

に よ る 。  

 

第 11 章  自動車安全運転  

 

第 1101 条 （ 自動車安全運転規程 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 自 動 車 を 使 用 し 、 業 務 を 行 う 場 合 の 労 働 条 件 に 関 す る 取

扱いは 、社員労働協約 「自動車安全運転規程 」 に よ る 。  

 

 

第 12 章  福利厚生  

 

第 1201 条 （ スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ 買物 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 買 物 等 に 関す る 福 利 厚 生の 取 扱 い は 、 別 に 定 め る 「 福 利

厚生規程 」 に よ る 。  

第 1202条 (三越伊勢丹グループ共済会 )  

会社・組合は、三越伊 勢丹グループ共済会を設立する。なお、取扱いは三越伊

勢丹グループ共済会が定める会則による。  

 

第 13 章  職務発明  

 

第 1301 条 (職務発明規程 )  
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スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の発明等に関する取扱いは 、社員労働協約 「 職務発明規程 」

に よ る 。  

 

第 14 章  苦情処理  

 

第 1401 条 （ 苦情処理規程 ）  

会社及び組合 は 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 職場 の話 し 合 い にお い て 解決で き な か

っ た個人的苦情を 、 迅 速か つ公平に処理 し 、 民主的で明朗な職場の秩序を維持す

る こ と を 目 的 と し て 苦 情処理機関 を 設 け る 。 な お 、 苦 情 処理の機 関 、 手 続等 の取 り

扱いは 、社員労働協約 「 苦 情処理規程 」 に よ る 。  

 

第 15 章  効力  

 

第 1501 条 （ 疑義 ）  

本協約に関し 、疑義が生 じ た場合は 、書面 を も っ て相手方に通告 し 、 そ の日 よ り 15

日以内に協議する 。  

第 1502 条 （ 一部改訂 ）  

本協約の有効期間中に本協約を一部改訂す る場 合は 、 書面 を も っ て相手方に通告

し 、 そ の日 よ り 30 日後に協議する 。  

第 1503 条 （ 協議中の適用 ）  

前条の協議が成立する までは 、本協約に よ る 。  

第 1504 条 （ 有効期間 ）  

本協約の有効期間は 、 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで とす る 。  

第 1505 条 （ 自動更新 ）  

本協約は 、 期間満了 90 日前 までにいずれか一方 よ り改訂更新の申出がない場合

は 、  

さ ら に 1 年間有効 とす るが 、 202４ 年 3 月 31 日を超え る こ と はで き ない 。  

第 1506 条 （ 余後効 ）  

本協約期間満了の期日に至って も新協約が成立し ない と き は 、期間満了後 90 日間

は有効 とす る 。  
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第 16 章  付則  

 

第 1601 条  

本協約に基づい て会社 と組合が締結 し た諸協定の有効期間は 、 別段の定めの ない

限 り本協約の有効期間 と同一 とす る 。  

第 1602 条  

本協約は 2 通作成し 、調印の うえ会社 ・ 組合各 1 通宛保管する 。  

 

202２ 年 4 月 1 日  

                                 株式会社   エムアイ友の会  

                                         代表取締役  酒井  健太  

 

                                 三越伊勢丹グループ労働組合  

                                 エムアイカード支部  

                       エムアイ友の会直轄分会執行委員長  

                                           磯原  由紀夫
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賃金規程  

 

第 1 章  総則  

第 101 条 （ 目的 ）  

こ の規程は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ労働協約第 625 条に基づき 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ

ッ フ の賃金に関する事項を定め る 。  

第 102 条 （ 賃金構成 ）  

 

第 103 条 （ 年俸月払額 ）  

スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の年俸月払額は 、基準年俸額 を 12 で除 し た額 と し 、 雇用契

約の際 、能力 、資格 、前歴を考慮の うえ個別に定める 。  

第 104 条 （ 賃金の計算期間と支払 ）  

基準内賃金の計算期間は 、前月 16 日から当月 15 日 と し 、 毎月 25 日に各人の指定

に基づ き本人名義の金融機関口座に振込み支給す る 。 た だ し 、 そ の日が金融機関

の休業日に当た る場合は 、 その直前の金融機関の営業日 とす る 。  

②基準外賃金 、通勤手当 、欠勤控除 （ 私用の遅刻 、早退 、外出を含む ） の計算につ

いては前月 1 日から前月末日まで とす る 。  

第 105 条 （ 再契約 と賃金の決定 ）  

会社 は 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ 各 人 を 能力 発揮 度 、 勤 務 成 績 、 経 営状 況 、 社 会 的

動向等を考課し 、 賃金を定め る 。  

第 106 条 (控除 )  

会社は賃金の支払いに際 し て次のもの を控除する 。  

1 .法令に よ り定め られた もの 。  

（ 1） 所 得税 （ 2） 住 民税 （ 3） 健 康保険料  

（ 4） 厚 生年金保険料 （ 5） 介 護保険料  

（ 6） 雇 用保険料  

2 .法令以外の もの  

（ 1） 財 形貯蓄の積立金  

（ 2） 従 業員持株会の積立金及び奨励金  

（ 3） 団 体扱いに よ る月払い生命保険料 ・ 損害保険料  

（ 4） 拠 出型企業年金保険料  

（ 5） 共 済会融資の返済金  

（ 6） 住 宅融資の返済金  

（ 7） 共 済会費  

（ 8） 共 済会諸費用  

（ 9） 労 働組合の組合費  
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（ 10） 労 働組合か ら控除を指示された費用  

（ 11） 退 職後医療共済  

（ 12） 本 人申請の不備に よ り給与振込が複数回行った際の手数料  

（ 13） 社 宅家賃の課税相当額  

（ 14） 社 宅家賃の本人負担額  

（ 15） 分 離課税に よ る所得税相当額  

（ 16） エ ム ア イ カー ド社を利用し な い社員買物分の控除  

（ 17） 教 育 ・ 研修等を受講し た こ と に よ る 費用  

（ 18） 昼 食弁当代  

（ 19） 欠 勤の賃金控除  

（ 20） 通 勤手当の精算額  

（ 21） 健 康保険証再発行にかかる 費用  

（ 22） 賃 金過払を調整するための返済金  

（ 23） 本 条に定め る も ので 、欠勤期間中及び休職期間中に控除で きず 、会社が一旦

立て替えて納めた もの  

（ 24） そ の他会社 と労働組合が協定し た もの  

②給与が控除額に満 た な い場合 、 そ の 差額 を 指定日 ま で に会社に振 り 込 ま な け れ

ばなら  

ない 。  

第 107 条 （ 解約による退職及び解雇の場合の支払 ）  

解約に よ る退職及び解雇の場合 、その月分の職務給は次の通 り支給する 。  

1． 解約に よ る退職又は解雇 された場合は 、 その日までの出勤日数に応じ日割計算で  

支給する 。 ただ し 、 職務給の支給計算は 20． 6 分の 1 を も っ て 1 日分 とす る 。  

第 108 条 （ 非常時払 ）  

出産 、 疾病 、 災害 その他法 令で定め る非常 の費用に充て る ため に スペ シ ャ リ テ ィ ス

タ ッ フ か ら非常時払いの請求があっ た と き は 、本規程第 104 条にかかわ らず 、 その

都度既往の労働に対する賃金を仮払いする 。  

第 109 条 （ 欠勤の賃金控除 ）  

労働協約第 615 条の欠勤及び第 607 条の欠勤扱いに対し ては 、 1 日につき基準内

賃金の 20 .6 分の 1 を控除する 。  

②一給与計算期間の全勤務日について 、欠勤 し た場合は 、 その月の基準内賃金を  

支給し ない 。  

第 110 条 （ 休職 ・ 休暇等の賃金 ）  

労働協約第 512 条に定める休職期間並びに労働協約第 616 条 、第 617 条 、第 618  

条及び第 619 条の休暇期間は 、無給 とす る 。 ただ し 、 労働協約第 512 条第 1 号につ

い  

ては 、第 204 条に定める休職手当を支給する こ とが あ る 。  

 

第 2 章  諸手当  

第 201 条 (時間外勤務手当 ･深夜勤務手当 )  

各人の 所定就 業時 間 外にお け る 早 出 、 残 業 に対 し て は 、 時 間外 勤 務手 当 (深夜勤

務分含む )と し て 、 1 分間につき通常の賃金及び労働基準法に定める割増分の賃金

を支給する 。  

②前項にかかわ ら ず 、 フ レ ッ ク ス タ イ ム 制勤務者について は 、 月 間所定労働時間を

超え  

て労働 し た 時間に は 1 分間につ き労働基準法に定め る時間外勤務手当を支給す

る 。  
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また 、午後 10 時か ら午前 5 時の間に労働し た時間には 1 分間につき労働基準法に

定める深夜勤務手当を支給する 。  

③前 2 項にかかわらず 、労働基準法第 41 条該当者については 、 1 分間につき本給

を月の所定労働時間で除し た賃金を も と に労働基準法に定める深夜勤務におけ る

割増分の賃金を支給する 。  

④ 1 分間におけ る割増分の賃金は 、以下の通 り とす る 。  

 

時間帯  午前 5 時～午後 10 時  午後 10 時～午前 5 時  

割増率  0.25 0.50 

上記にかかわらず 、所定時間外労働が 1 か月 60 時間を超え る場合の割増率は 、以下を

適用する 。  

時間帯  午前 5 時～午後 10 時  午後 10 時～午前 5 時  

割増率  0.50 0.75 

第 202 条 （ 休日出勤手当 ）  

休日を出勤し振替休日を取得出来ない場合は 、休日出勤手当 と し て 、 1 分間単位で

次の通 り加算し て支給する 。  

 

 

時間帯 午前5時～午後10時 午後10時～午前5時

割増率 0.35 0.6
 

②前項において代休を取れなか った場合は次の手当を支給する 。  

 

 ③休日勤務が各人の就業時間を超え た場合には 、 その超 え た分について次の手当

を支給する 。  

  

第 203 条 （ 傷病調整手当 ）  

無期スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ （ 健 康保険の被保険者 ） が業務外の傷病に よ る欠勤でそ

の 手 続 を と っ た 場 合 で 、 年 次有 給 休 暇の 残 数が な く 、 か つ 、 健 康 保 険 法上 の 給 付

(傷病手当金 )が 満了 し た 場合 、 休 職 手当の 支給 ま で の 間 、 本 人 の 申請に よ る 傷 病

手当金の不支給決定通知書を も って 、傷病調整手当を支給する 。  

②傷病調整手当は基準内賃金の 60％ とす る 。  

③健康保険法上の給付 （ 傷病手当金 ） 期間中に 、 本人の責に よ り 不支給 と な っ た場

合は支給し ない 。  

第 204 条 （ 休職手当 ）  

無期 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ （ 健 康 保険の被保険者 ） が 業務外傷病に よ り 休 職 と な り 、

健康保険法上の給付 (傷病手当金 )が満了し た場合 、 その後労働協約第 512 条第 1
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号の休職期間満了まで基準内賃金の 60％を休職手当 と し て支給する 。  

第 205 条 （ 休業手当 ）  

会社の責に帰すべ き 理由 で 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 一部又は全部 を 休業 さ せ た

場合は 、休業の日よ り 1 日につき平均賃金の 60％を支給する 。天災地変 、火災等の

やむ を 得 な い理由で 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 一部又は全部 を 休業 さ せ た 場合は 、

会社 ・ 組合協議の う え決定する 。  

第 206 条 （ 通勤手当 ）  

会社は 、通勤の ために必要な交通費については 、社員労働協約 ｢通勤費支給細則 ｣

に基づき支給する 。  

②通勤手当 と し て支給 され た金額は全額通勤費 と し て使用 し なければなら ない 。  

第 207 条 （ 在宅勤務手当 ）  

会社は、テレワーク規程に基づき、会社の指示により 6 カ月以上 に亘って月 9  

日以上在宅勤務を実施する者に対し、在宅 勤務者の負担する水道光熱費の補助  

として、月額 2,000 円の在宅勤務手当を支給する。  

②前月１日から前月末日の 全勤務日について労務提供が無い場合は、その月の  

在宅勤務手当を支給しない。  

 

 

【 附 則 】  

こ の規程は 2010 年 4 月 1 日よ り施行する 。  

 2011 年 4 月 1 日改訂  

 2012 年 4 月 1 日改訂  

 2013 年 4 月 1 日改訂  

2013 年 11 月 1 日改訂  

2014 年 4 月 1 日改訂  

2016 年 4 月 1 日改訂  

2017 年 4 月 1 日改訂  

2018 年 4 月 1 日改訂  

2019 年 4 月 1 日改訂   

2021 年 4 月 1 日改訂  

2022 年 4 月 1 日改訂  
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キャリア形成支援制度規程  

 

第 1 章  総則  

第 101 条 (目的 )  

本規程は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ労働協約第 701 条に基づき多様化する個人のニ

ーズや中長期的な キ ャ リ ア 形成の一環 と し て 、 自 ら の責任に よ る 社内 及びグループ

内での キ ャ リ ア 選 択の機会拡大 と 社外への転進 を 希望す る 者に対す る 支援に関す

る事項を定める 。  

 

第 2 章  グループライフイベント転籍制度  

第 201 条 (概要 )  

本制度は 、 ラ イ フ イ ベ ン ト の 変化に よ り 国内 の 他の地域へ転居せ ざ る を 得 ない 場合

において 、その地域の グループ内他企業に雇用する制度 とす る 。  

第 202 条 (対象者 )  

本制度の対象者は 、 次の各号の全てに該当する者 とす る 。  

1 .  ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ と し て 、 会 社 が新会社雇用日 と し て 指定す る 月 の前月末

日時点で勤続 1 年以上 とな る者 。  

2 .  新会社雇用時の年齢が 65 歳未満の者  

３ ． ラ イ フ イ ベン ト の変化に よ り 、 他の地域へ転居せざ る を得 ない事情があ る者 。  

４ ． 会 社 が 定 め る 申 請 期 間 に 、 所 定 の 手 続 に よ り 申 請 し 、 本 制 度 の 適 用 を 認 め た

者 。  

第 203 条 (申請事由 )  

 本制度は、新会社雇用日前日より前 2 年以内 に、次のいずれかの事由が発生し

た場合に申請する ことができる。  

1.結婚及び配偶者 転勤  

原則新会社雇用時点で配偶者と同居す る 場合に限る。  

2.介護・看護  

ただし、対象家族は 2 親等までに限る。  

3.育児  

ただし、対象となる子は、 新会社雇用時点で 小学校 6 年生まで に限る。  

第 204 条 （ 手続 ）  

会社は 、原則 と し て年 2 回の募集を行 う 。  

第 205 条 (雇用 )  

グループ内他企業での雇用は 、 本人の 希望エ リ ア 及び雇用先のマ ッ チン グに よ り 、

新会社の労働条件を提示し 、本人同意の う え決定する 。  

第 206 条 (労働条件 )  

新会社雇用時の雇用形態（社員・月給制契約社員等）、資格（ステー ジ等）、処

遇（月給等）、職種は、新 会社が提示する。  

②新会社の労働条件の内、 年次有給休暇残数、ストック有給休暇残数等、新会

社で承継できる労働条 件は新会社の制度範囲内で継続する。  

③会社での勤続年数は、年次有給休暇の付与日数におけるものを除き、原則新
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会社の労働条件における勤続年数には含めない。  

第 207 条 (退職日および新会社雇用日 )  

本制度を適者する者 の退職日は、定期人事異動の時期に合わせて、会社が指定

する。なお、新会社雇用日は、会社退職日の翌日と する。  

 

第 3 章  グループ内出向者転籍制度  

第 301 条 (概要 )  

本制度は 、個々人の志向に基づ き 、 グ ループ内において能力や専門性を 最大限発

揮でき る 機会 と場 を提供する こ と で 、 一人ひ と り の キ ャ リ ア の実現 と生産性 の向上を

図 る こ と を目的 と し た 、本人の希望に よ り グループ内他企業で雇用する制度 とす る 。  

第 302 条 (対象者 )  

本制度の対象者は 、次の各号の全てに該当する者 とす る 。  

１ ． 申請年度の 4 月 1 日時点で 、全ての雇用形態 （ ただ し 、 アルバ イ ト を除 く ） を 通算

して勤続 5 年以上のスペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ 。  

２ ． 申請年度の 4 月 1 日時点で 、雇用を希望する企業 （ 以下 、 「 新会社 」 と い う 。 ） へ

の出向期間が引き続 き 1 年以上であ り 、 かつ通算 2 年以上であ る者 。 ただ し 、 出向

期間において 、研修出向の期間は除 く 。  

３ ． 申請時点で引き続 き当該企業に出向し てい る者 。  

４ ． 第 303 条に定める手続に基づき 、新会社及び三越伊勢丹ホールデ ィ ン グ スが本

制度の適用を認めた者 。  

第 303 条 (手続 )  

会社は 、原則 と し て 年 1 回の募集を行 う 。 た だ し 、 定年退職後に 、引 き続 き出向先

で あ る グ ル ー プ 内 他 企 業 で の 雇 用 を 希 望 す る 場 合 の 募 集 に つ い て は 、 別 途 定 め

る 。  

②応募者に対し ては 、 新会社及び三越伊勢丹ホールデ ィ ン グ ス が 書類選考及び面

接を行った上で 、本制度適用の認定の可否を決定する 。  

第 304 条 (雇用 )  

前条に定め る 手続 に 基づ き 、 本 制度の適用 が認め ら れ た者 に対 し て は 、 新 会社が

雇用にあたっての労働条件を提示し 、合意 し た上で雇用する 。  

第 305 条 (労働条件 )  

新会社雇用時の 雇用 形 態 （ 社 員 ・ 月 給制 契 約社員 等 ） 、 資 格 （ ス テ ー ジ 等 ） 、 処 遇

（ 月給等 ） 、 職種は 、新会社が提示する 。  

②新会社の労 働条件 の内 、 年 次有 給休暇 残数 、 ス ト ッ ク 有 給 休 暇残数等 、 新 会 社

で承継でき る労働条件は新会社の制度範囲内で継続する 。  

③会社での勤続年数は 、 年次有給休暇の付与日数におけ る も の を除 き 、 原則新会

社の労働条件におけ る勤続年数には含めない 。  

第 306 条 (退職日及び新会社雇用日 )  

第 303 条の手続に基づき 、本制度の適用が認め られた者の退職日は 、定期人事異

動の時期に合わせ て 、 会 社が指定す る 。 な お 、 新会社雇用日は 、 会 社退職日の翌

日 とす る 。  

②前項にかかわらず 、 定年退職時に 、 第 303 条の手続に基づき 、本制度の適用が

認 め ら れ た 者 の 退 職 日 は 、 会 社 の 定 年 退 職 日 と す る 。 な お 、 新 会 社 雇 用 日 は 、 会

社退職日の翌日 とす る 。  
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第 4 章  カムバック再雇用制度  

第 401 条 (概要 )  

本制度は、個人の自律的 なキャリア形成及び 多様な人材の活用を推進すること

を目的として、円満退職した者を再び雇用する制度とする。  

第 402 条 (対象者 )  

本制度の対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。  

1. 退職日時点で、社員・スペシャリティ スタッフとして勤続満 2 年以上の者。  

2.退職後、再雇用時までの離職期間が 12 年以内の者。  

ただし、在籍期間中に休職 期間がある場合には、休職後 1 年以上勤務した場合

を除き、その休職期間は離職期間に通算する。  

3.再雇用時の年齢が 58 歳以下の者。  

4.過去に本制度を利用したことがない者。  

5.過去にネクストキャリ ア制度を利用したことがない者。  

6.労働協約第 520 条に定める解雇並びに社員労働協約「表彰・懲戒規程」第 104

条に定める諭旨解雇及び懲戒解雇により雇用契約を終了していない者。  

②前項にかかわらず、特別な事情により会社が必要と認めた場合には、こ の限

りではない。  

第 403 条 (採  用 )  

会社は再雇用の申請 があった場合は、要 員計画上の必要性のほか、社員に実施

している試験結果に在籍中の評価等を加味して選考を行い、再 雇用の採否を決

定する。  

第 404 条 (採用日 )  

採用日は、原則として 4 月 1 日付け又は 10 月 1 日付けのいずれ かとする。  

第 405 条 （ 労働条件 ）  

再雇用時の労働条件は次の通りとする。  

(1)雇用形態は、社員 又はスペシャリティスタッフとする。  

(2)再 雇 用 時 の 雇 用 形 態 が 社 員 の 場 合 の 資 格 は 、 退 職 時 に ス テ ー ジ Ｂ の 場 合 は

ステージＢ又はステー ジＣとし、退職時にステージＣの場合はステージＣとす

る。  

(3)再雇用時の配属は社命により 行う。  

(4)再雇用時の賃金は、在籍時の経験、能力等及び再雇用時の雇用形態や資格、

役割、職務等を勘案の上、決定する。  

 

 

【 附 則 】  

こ の規程は 2018 年 4 月 1 日よ り施行する  

2019 年 4 月 1 日改訂  

2021 年 4 月 1 日改訂  

2022 年 4 月 1 日改訂  
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福利厚生規程  

 

第 1 章  総則  

第 101 条 （ 目的 ）  

こ の規程は 、労働協約第 1201 条に基づき 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の福利厚生に関

する事項を定める 。  

 

第 2 章  貯蓄  

第 201 条 （ 貯蓄の種類 ）  

財形貯蓄の種類は 、財形住宅 、財形年金 、財形一般の各積立 とす る 。   

②財形住宅積立及び財形年金積立は 、 それぞれ 1 人 1 契約 とす る 。   

③財形年金積立は 、積立終了後 5 年以内の据置期間を置 く こ と がで き る 。   

④財形一般積立は一金融機関に付き一契約 とす る 。  

第 202 条 (加入資格 )   

財形住宅 、財形年金の各積立に新規に加入でき る者は 、満 55 才未満の者 とす る 。  

第 203 条 (申込及び変更 )   

新規加入申込み及び積立額の変更時期は 、毎月 とす る 。  

第 204 条 (取扱金融機関 )   

積立取扱金融機関は 、 会社 の指定す る銀行及び保険会社 と し 、 各 自の契約に よ る

も の とする 。  

第 205 条 (利  率 )    

利率は 、各財形貯蓄の種類別に各金融機関の利率 とす る 。  

第 206 条 (貯蓄方法 )   

1． 積立金は 、給与及び賞与について 1 ,000 円の整数倍 とす る 。   

2． 前号の金額は給与及び賞与よ り控除し 、各自の契約金融機関に積立て る 。  

第 207 条 (中  断 )    

財形貯蓄 は 、 積 立 期 間中 に 中断 す る こ と が で き る 。 中 断可 能 期間 は 、 財 形 住 宅 積

立及び財形年金積立は 2 年未満 とす る 。 ただ し 、 損害保険会社のみ財形一般積立

も 2 年未満 とす る 。  

第 208 条 (中途解約の支払 )   

財形貯蓄の中途解約の場合の元利金は 、金融機関 よ り 直接本人に支払い 、支払 日

は 、毎月 15 日までに支払請求を各自の契約金融機関にな された分については 、翌

月 15 日まで とす る 。  

第 209 条 (満期払戻 し )   

財形貯蓄の満期払戻 し は 、 所定 の用紙 を も っ て 各自の契約金融機関に申請 し 、 元

利金は金融機関よ り直接本人に支払 う 。   

②  財形年金の積立金は 、 各自 の金融機関 と の契約に基づ き 、 金融機関 よ り 満 60

歳以降 5 年以上の期間にわたって定期に受け取る 。  

第 210 条 (利息の非課税 )   

第 201 条に よ る貯蓄の う ち 、財形住宅積立及び財形年金積立は 、利子所得等の非

課税の適用を受け る こ と がで き る 。  
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第 3 章  社員買物  

 

第 301 条 （ 目的 ）  

こ の 規程 は 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が 商品 等 を 値引 き 購入 す る 際 の取扱 い に関す

る事項を定める 。  

②本規程において特に定めがない事項については 、別に定め るエムア イ カー ド会

員規約に基づ く も の とす る 。  

第 302 条 (定義 )  

本 規程 で い う 社 員買 物 と は 、 特 に 指 定 し た 三 越伊 勢 丹 グ ル ープ 企 業 に お け る 、 組

合員の買物の う ち 、 値引 き 、 掛け 、割賦 、 ボーナ ス一括払いでの買物をい う 。  

②なお 、 グループ百貨店勤務者については 、別途対応を行 う こ と が あ る 。  

第 303 条 (購入方法 )  

購入方法は社員掛売 と し 、 次の通 り 区分する 。  

1 回払い  

分割払い  

ボーナ ス 1 回払い  

第 304 条 （ 値引 ）  

スペシャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、第 205 条の除外品を除いて 10％の値引 きに よ り購入する

こ とが で き る 。  

ただし 、値引額に 10 円未満の端数を生じ た場合は切捨て る 。  

②前項におけ る値引きの対象は 、 1 品 300 円以上の もの とす る 。  

第 305 条 (除外品 )  

次の ものは 、値引 き の対象 と し ない 。  

1 .煙草 ・ 印紙 ・ 切手等の特殊商品  

2 .商品券 ・ 図書券 ・ 仕立券等の金券  

3 .食料品 (ワ イ ン ・ ギ フ ト 等の一部を除 く )  

4 .仕入れ原価率 85％以上の商品  

5 .自動車 ・ 地金 (白金 ・ 金 ・ 銀 )等の商品  

6 .外商直納の商品  

7 .旅行代金 ・ 各種会員権 ・ 各種会費 ・ 文化教 室受講料 ・ プ レ イ ガ イ ド ・ 写 真 ・ 食堂 及

び屋上諸施設等の委託業務関係  

8 .箱代 ・ 加工料 ・ 送料等  

9 .その他 、特に定めた廉売品等 、会社 ・ 店舗の指定する商品及びサービ ス  

第 306 条 (カー ドの発行 )  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 掛 売 で購入す る と き 、 グ ル ープエ ム ア イ カー ド (以下エ ム

ア イ カー ド )を使用する もの とする 。  

②エ ム ア イ カー ド と は 、 組 合員本人が会員規約 を 承認の う え 、 会 社に カー ド 利 用の

申込みを行い 、会社がそれを認めた者に対し て発行する ク レ ジ ッ ト カー ド をい う 。  

③本人がエ ム ア イ カー ド の利用対象者 と な り 得 な い場合は 、 労 使協議の う え 、 別途対

応する 。  

第 307 条 （ 利用対象者及び支払責任 ）  
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社員掛売の 利用 対象 者は 、 本 人 及 び ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ 本 人 よ り 申 込 み の あ っ

た配偶者 ・ 本人の両親 ・ 子 ( 18 才以上 )及び次の同居家族 と し 、 エ ム ア イ カー ド 社は

各々に対し 1 枚ずつエムア イ カー ド を交付 （ 貸与 ） す る 。  

1 .配偶者の両親  

2 .子の配偶者で 18 才以上の者  

3 .本人の兄弟姉妹で 1 8 才以上の者  

ただし 、家族カー ドの発行枚数は 、配偶者に 1 枚 、その他の家族に 3 枚まで とす る 。  

②エムア イ カー ド に よ る購入代金は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ本人の責任において規

定の日までに支払わなければな ら ない 。なお 、支払いを延滞し た と き は 、 スペシ ャ

リ テ ィ ス タ ッ フ本人が当該債務に対する遅延損害金を支払 う もの と し 、 そ の規定に

ついては 、別に定め る  

「 エ ム ア イ カー ド会員規約 」 に基づ く も の とす る 。  

第 308 条 （ 利用可能額 ）  

エ ム ア イ カ ー ド の 利用 可能 額 と は 、 本 人及 び 家族に対す る 利用可 能額 を 合計 し て

会社が審査 ・ 決定 し た 額 を い い 、 会 社 はその決定内容に応 じ た利用可能額を 各人

に設定する 。  

②前項にかかわ らず 、結婚 ・ 新増築 ・ 弔事その他特別の事由があ る と き は 、会社へ

の届出に よ り利用可能額の増額を認め る こ と が あ る 。  

第 309 条 (値引きの方法 )  

社員掛売の値引きは 、 売上計算の際に行 う 。  

第 310 条 (締日 )  

社員掛売の締日は 、毎月 5 日 とす る 。  

第 311 条 （ 支払方法 ）  

社員掛売の支払方法は 、銀行口座からの引 き落し とす る 。 引 き落し日は毎月 26 日

と し 、 当日が銀行休業日の場合は翌日 とす る 。 ただ し 、 支払いの不足分が あ る場合

の支払方法は 、会社か ら本人への督促に よ る も の とする 。  

第 312 条 （ 事前入金 ）  

前条にかかわらず 、会社の所定の方法に よ り 、 月々の引き 落 し金額を事前入金する

こ とがで き る 。  

第 313 条 (掛売除外品 )  

次の ものは 、社員掛売の対象 と し ない 。  

1 .建設業法に基づ く工事代金  

2 .前項以外の社員掛売及び分割払い 、ボーナ ス 1 回払い除外品は 、会員規約に基

づ く も の とす る 。  

第 314 条 (取扱の中止 )  

社員掛売の取扱い中止は 、会社の審査に よ り決 定する 。  

第 315 条 （ 利用期限 ）  

エム ア イ カー ド の利用期限は 、退職日当日まで と し 、 期限 までに返却し なければな

らない 。 ま た解雇 とな った場合は直ちに返却しなければな ら ない 。 ただ し 、 60 歳以

降再雇用に よ り引続 き勤務する 場合又は 、 グループ OB・ OG 共済会加入資格を持

ち 、退職日までに共済会への申込みが完了し た場合は 、継続使用する こ と がで き

る 。  

第 316 条 （ 1 回払い支払方法 ）  

締日におけ る 1 回払い利用代金の総額を 、一括し て引 き落し日に銀行口座よ り引 き

落す もの とする 。  
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第 317 条 （ 分割払い支払方法 ）  

締日における分割払い利用代金の総額を 、分割 ( 1 円単位 、端数金額は初回に調

整 )し て引 き落 し日に銀行口座よ り引 き落す もの とす る 。  

第 318 条 （ 支払回数 ）  

分割払いの支払回数は 2 回払以上 36 回払以内 とす る 。  

第 319 条 （ ボーナス時支払い額指定分割払い ）  

分割払い金額合計の 5 0％以内をボーナス月 （ 7 月 、 12 月 ） に引 き落す よ う 購入時に

設定する こ と がで き る 。  

第 320 条 （ ボーナス 1 回払い取扱期間 ）  

ボーナス 1 回払いに よ る購入は 、 別に定め る一定期間のみ とす る 。  

第 321 条 （ ボーナス 1 回払い支払月 ）  

ボーナス 1 回払いの支払月は 、 7 月及び 12 月 と し 、 引 き落 し日は第 211 条の規定

に よ る 。  

 

第 4 章  従業員持株会  

第 401 条 （ 目的 ）  

本章は 、三越伊勢丹グループ従業員持株会に関する事項を定め る 。  

第 402 条 （ 加入資格 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 三 越 伊 勢 丹 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 の 加 入 資 格 を 有 す

る 。  

第 403 条 （ 入会申込 ）  

本会の有資格者は 、 理事長に所定の申請 （ 株式会社三越 伊勢丹 ホールデ ィ ン グ ス

の 「 イ ン サ イ ダ ー取引 防止規程 」 に 規定 さ れ た 内容 を 含 む ） を 行 な い 、 理 事長の承

認を も って入会する もの とす る 。  

2 .入会の申込み月は偶数月 と し 、 当該月の 15 日までに前項の申請を行な う こ と に よ

り 、 その翌月か ら入会する こ と がで き る 。  

第 404 条 （ 拠出金 ）  

会員は 、株式購入のため 、本会に次の とお り 拠 出金 （ 以下 、 「 拠出金 」 と い う 。 ） を 拠

出す る 。  

1 .毎月の拠出金 1 口 1 ,000 円 （ 最低 3 口 ） と し 、 会員が あ らか じ め申し出た口数を毎

月継続し て拠出する 。  

2 .配当金拠出金株式配当金 （ 「 中間配当 」 を含む 。以下同 じ ） は 、 こ れ を受領する権

利が確定する日におけ る各会員の持分に応 じ て 、全額を拠出金 と し て拠出する 。  

②前項の拠出金の拠 出は 、 配当金拠出金を 除 き 、 会社が会員に支給す る給与か ら

控除し て本会に入金する方法に よ り行な う 。  

第 405 条 （ 口数の変更 ）  

会員は 、理事長に対し偶数月の 15 日までに所定の届出 （ 株式会社三越伊勢丹 ホー

ルデ ィ ン グ ス の 「 イ ン サ イ ダ ー取引防止規程 」 に 規 定 さ れ た内容 を含む ） を 行 な う こ

と に よ り 、 その翌月か ら拠出金の口数を変更する こ と がで き る 。  

第 406 条 （ 拠出の休止及び再開 ）  

会員が 、 疾 病 ・ 災 害 ・ 海 外勤 務 ・ そ の 他やむ を 得 な い理由に よ り 、 拠 出金 の拠出 を

休止 し よ う と す る と き 、 又 はその理由の消失に よ り 拠出 を再開 し よ う と す る と き は 、 理

事長に対しそれぞれ偶数月の 15 日までに所定の申請を行な う こ と に よ り 、 そ の翌月

か ら拠出金の拠出を休止又は再開す る こ と が で き る 。 ただ し 、 配当金拠出金の拠出
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を休止する こ と はで き ない 。  

第 407 条 （ 奨励金等 ）  

会社は 、会員が第 304 条に定める と こ ろ に従って拠出金 （ ただ し 、 配当金拠出金を

除 く ） の 拠出 を行な う 都度 、 奨励金 を当該拠出金に加算 し て本 会に入金す る 。 な お 、

奨励金の額は 、三越伊勢丹グループ従業員持株会規約に定める 。  

②毎月の拠出金に対し て付与され る奨励金は 、 50 口を上限 とす る 。  

第 408 条 （ 一部引出 し ）  

会員は 、自己の登録 された持分株数が 100 株以上 とな っ た と き は 、三越伊勢丹グル

ープ従業員持株会規約に定める方法に よ り 100 株を単位 と し て株式引出しの請求

を行な う こ と がで き る  

第 409 条 （ 退会 ）  

会員は 、 会 社 と 雇用関係にな く な っ た と き は 、 当 然に退会す る も の と す る 。 こ の 他 、

会員は 、 毎月の 8 日 までに所定の届出を行な う こ と に よ り 、 そ の当月か ら任意に本

会を退会でき る も の とす る 。  

②会員が本会を 退会す る と き は 、 持分株数に応 じ た株式及び持分繰越金を返還す

る 。 ただ し 、 株式については 、 100 株を単位 とす る持分は振替し 、 1 株以上 100 株未

満の持分は売却の うえ 現金で 、 1 株未満の持分は 、 100 株未満の持分の売却価額で

換算の うえ現金で交付する 。  

③退会者が退会時において そ の 権利 を 有 し な が ら 交付 を受 け て い ない配当金は 、

株 式の購入 を行 な わず 、 本 会 の受領後当該退会者 へ現金で交付す る 。 た だ し 、 円

単位未満は切捨て る 。  

第 410 条 （ その他 ）  

本会について 、本章に定めのない事項は 、三越伊勢丹グループ従業員持株会規約

に よ る 。  

 

 

【 附 則 】  

こ の規程は 1990 年 5 月 1 日よ り施行する 。  

1993 年 2 月 1 日改訂  

1998 年 4 月 1 日改訂  

2000 年 4 月 1 日改訂  

2004 年 4 月 1 日改訂  

2010 年 4 月 1 日改訂  

2015 年 4 月 1 日改訂  

2019 年 4 月 1 日改訂  

2022 年 4 月 1 日改訂  
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就業規則  

 

（ 前 文 ）  

こ の 規則は 、 会社 と ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が相互信頼の う え に立ち 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ

ス タ ッ フ の福祉の向上 と社業の発展を目的 と し て制定 さ れた もので あって 、会社 と ス

ペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 それ ぞれの担当する 経営 、職務について責任を も っ て積極

的に か つ誠実に そ の業務 を 遂行す る こ と に よ り 、 こ の 目 的 を 達 成 し な け れ ば な ら な

い 。  

第 101 条 （ 目的 ）  

こ の 規則は 、 株 式会 社 エ ム ア イ 友 の 会 （ 以 下 「 会 社 」 と い う ） の ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ

フ の服務規律 、労働条件 、その他就業に関する事項を定めた ものであ る 。  

② こ の 規則及び付属諸規程に定め た 事項のほか 、 ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ の 就業 に

関する事項は労働基準法その他の法令の定める と こ ろ に よ る 。  

第 102 条 (適用範囲 )  

こ の規則は 、 スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ に適用する 。  

②会社は労働協約 を同時に就業規則 と し て 使用す る 。 従 っ て 、 組 合員 又は非組合

員を問わず 、すべての スペシ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ が就業規則 と し て 使用する場合は 、 労

働協約中の 「 労働協約 」 を 「 就業規則 」 と し て読み替え る も の とす る 。  

なお 、就業規則の付属諸規程 と し て 、次の規程を追加する 。  

1 .  服務規律  

2 .  三越伊勢丹グループ ホ ッ ト ラ イ ン規程  

3 .  情報管理規程  

第 103 条 (管理監督者 )  

こ の規則でい う管理監督者 とは 、労働基準法第 41 条に定める管理監督の地位にあ

る者を指す 。  

①管理監督者については 、第 602 条から第 607 条 、第 611 条 、 「 就業形態規程 」 及

び  

「 休 日規程 」 は適用し ない 。  

第 104 条 (上長の定義 )  

こ の規則でい う上長 と は 、自己の所属する部の長をい う 。  

第 105 条 (規則遵守の義務 )  

会社及び ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 、 こ の 規 則及び付属諸規 程 を 遵守 し 、 相 互 に 協

力し て社業の発展 と労働条件の向上に努めなければな らない 。  

第 106 条 （ 機密保持 ）  

ス ペ シ ャ リ テ ィ ス タ ッ フ は 自己の 業務で あ る と 否 と を 問 わず 、 ま た 在 職中で あ る と 否

と を問わず 、会社の機密事項及び社内情報を他に漏 ら し た り事実 を まげて宣伝流布

してはな ら ない 。 なお 、 その他詳細は 「 情報管理規程 」 で定め る 。  

第 107 条 （ 従業員の個人情報 ）  

会社への提出書類 、 その後の人事 ・ 給与関係書類等及び身上その他の個人情報は 、

会 社 の人事事 務 ・ 賃 金管理目的 及び 、 出 向 、 派 遣 、 転 籍 、 三 越 伊勢丹 グ ループ 会

社間人事管理のため並びに福利厚生の案内等に利用する 。  
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【 附 則 】  

1． こ の規則は 2010 年 4 月 1 日改訂よ り施行する 。  

2015 年 4 月 1 日改訂  

2． こ の就業規則は 、労働協約が失効し た場合で もその ま ま就業規則 と し て適用する 。  


